
要 件 事 実 論 Ⅱ 
（ Essential Facts Ⅱ ） 

 
３学期 金曜７・８時限【隔週】 

授業時間：７５分×１０回 

単 位 数：１単位 

履修年次：２年次 

担当教員：北 秀昭 

研 究 室：教員研究室１ 

 

授業の到達目標： 

 民事判決における判断は、当該訴訟物に関するいろいろな要件事実を組み合わせることによっ

て行われるものであるから、要件事実論は、民事訴訟における適性迅速な審理判断にとって本質

的に必要なものである。要件事実を的確に考えることによって、ある法律効果の発生のために必

要な事実としては、どのような事実が主張立証されれば必要十分かが明確になる。同時にこの要

件事実を考えるということは、前提となる実体法（民法）の規範構造を分析することにほかなら

ないので、その分析・検討は、まさしく実体法（民法）の解釈論を学ぶことでもある。 

 本授業は、１学期の「要件事実論Ⅰ」で習得した要件事実論の基礎的知識を前提とした応用・

発展科目として、生の混沌とした事実から訴訟物との関係を考えながら法的に意味ある事実とそ

の他の事実を仕分け、当該法律効果の発生のための必要にして十分な最小限の事実（要件事実）

を見抜き、抽出する基礎的能力を身につけるとともに、要件事実論と民法（実体法）や民事訴訟

法との上記の有機的な構造関連性を理解することを到達目標とする。 

 

授業概要： 

【授業の内容と進行】 

 生の混沌とした事実から訴訟物との関係を考えながら法的に意味ある事実とその他の事実を仕

分け、当該法律効果の発生のための必要にして十分な最小限の事実（要件事実）を見抜き、抽出

する力を養うために、主として後掲教科書「ケースブック要件事実・事実認定」の基本事例とオ

リジナルの具体的事例を用い、受講生が事前に予習していることを前提に、その習熟度に応じて、

受講生に対する質問をおりまぜ、あるいは争いのある生に近い具体的事実から要件事実を抽出し

てその攻撃防御方法の構造を明らかにする作業（いわゆる「ブロックダイヤグラム」の作成）を

実際に行わせるなどして、受講生主体の授業を行い、要件事実論の基礎についての理解の深化を

図る。 

 

評価方法： 

期末試験の結果及び授業における議論や参加態度を総合して評価する。評価基準は、３学

期末に実施する筆記試験を８０％、授業での議論・参加態度（平常点）を２０％とする。 

 

教 科 書： 

伊藤滋夫・山崎敏彦編著「ケースブック要件事実・事実認定第２版」（有斐閣） 
司法研修所民事裁判教官室編「改訂紛争類型別の要件事実」 



参 考 書： 
司法研修所民事裁判教官室編「民事訴訟における要件事実第１巻」 
司法研修所民事裁判教官室編「民事訴訟における要件事実第２巻」 
伊藤滋夫著「要件事実・事実認定入門-裁判官の判断の仕方を考える-」（有斐閣） 

 

授業計画： 

第１回 「要件事実論的思考」とは何か（要件事実の基礎論入門）。 

第２回 事例研究・「売買・動機の錯誤」 

第３回 事例研究「貸金」 

第４回 事例研究「代理」 

第５回 事例研究「保証」 

第６回 事例研究「保証と表見代理」 

第７回 事例研究「対抗要件等１（債権譲渡）」 

第８回 事例研究「対抗要件等２（不動産・動産）」 

第９回 事例「賃貸借」のブロックダイヤグラムの作成等の実践 

第１０回 事例「賃貸借」の問題研究 


